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い
よ
い
よ
春
も
た
け
な
わ
、

水
芭
蕉
、
さ
く
ら
と
咲
き
誇
り

「
花
の
ま
ち 

ご
せ
ん
」
が
輝

く
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
、
ぼ
た
ん
、
シ
ャ

ク
ヤ
ク
と
つ
づ
く
花
シ
リ
ー
ズ
に
、
多
く
の
方
か
ら
五
泉
に

花
を
見
に
来
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

振
り
返
っ
て
こ
の
冬
は
数
年
ぶ
り
の
大
雪
と
な
り
、降
雪
、

倒
木
な
ど
で
交
通
マ
ヒ
・
停
電
・
避
難
所
開
設
等
々
で
一
時

は
ど
う
な
る
か
と
心
配
し
ま
し
た
が
、
市
当
局
は
も
と
よ
り

協
力
業
者
の
頑
張
り
と
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
に
よ
り

何
と
か
無
事
切
り
抜
け
ら
れ
た
か
に
思
い
ま
す
。

　

春
の
訪
れ
と
と
も
に
あ
っ
と
い
う
間
に
雪
は
消
え
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、こ
の
冬
の
経
験
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、安
全
・

安
心
の
ま
ち
づ
く
り
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

さ
て
、
平
成
三
十
年
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
新
年
度

の
一
般
会
計
予
算
は
、
二
百
二
十
九
億
四
千
五
百
万
円
で
前

年
比
二
・
一
％
の
減
額
と
な
り
ま
し
た
。
市
長
は
「
住
ん
で

よ
か
っ
た 

住
み
た
い
ま
ち

〝ご
せ
ん〟
」
を
感
じ
て
も
ら
え

る
予
算
編
成
を
行
っ
た
と
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
議
会
で
の

審
議
を
通
じ
て
市
民
生
活
の
向
上
と
五
泉
市
の
発
展
に
寄
与

し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

議
　
長

　
林
　
　
　
茂
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平成30年 第１回

２月 新年度予算など52議案を可決

定例会

２月23日(金)

26日(月)

27日(火)

28日(水)

３月　　　　

7日(水)～９日(金)

19日(月)

２月26日(月)

27日(火)

３月７日(水)

13日(火)

14日(水)

本会議（開会、議長報告、議席の決定、会期決定、議長報告、当局

　　　　報告、議案審議、施政方針説明、一般質問）

本会議（一般質問）

本会議（議案上程、総括質疑）

本会議（総括質疑、委員会付託、特別委員会経過報告、議案審議）

総務文教常任委員会、市民厚生常任委員会、建設産業常任委員会

本会議（委員会審査報告、採決、議案審議、委員会継続調査、議員

派遣、閉会）

ごせん紅葉マラソン補助金事務調査特別委員会

　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　〃

　２月定例会の日程

月　日 内　　　　容

　平成30年第１回２月定例会が２月23日に招集され、３月19日まで

の25日間の会期で開催されました。

　初日の23日は、冒頭に安中聡氏の議員辞職があったことの議長報

告があり、会期の決定、議長報告、当局報告の後大雪対応の除雪費

の不足などを補正した専決処分の報告承認３件、各会計補正予算案など８件の

議案を審議・可決した後に、新年度に向けた市長の施政方針の説明があり、市

政一般に関する質問を２議員が行いました。

　２日目の26日は、引き続き市政一般に関する質問を６議員が行いました。

　３日目の27日は、議案35件を一括議題として当局の提案説明があり、施政方針

と合わせ総括質疑を行いました。

　４日目の28日は、総括質疑に続き各常任委員会に付託し、ごせん紅葉マラソ

ン補助金事務調査特別委員会の経過報告があり、つづいて「松川徹也議員に対

する議員辞職勧告決議」が発議され、審査の結果可決されました。

　最終日の３月19日は、委員会付託案件について各常任委員会の審査報告に続

いて採決が行われ、それぞれ可決しました。その後、人権擁護委員の推薦に関

する人事案件１件、日程追加された市長からの追加議案１件と議員発議１件な

どを審議・採決して閉会しました。
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（◎委員長　○副委員長）

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
現
地
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
市

長
を
は
じ
め
当
局
の
出
席
を
求
め
慎
重
に
審
査
を
行
っ
た
結
果
、

お
手
元
に
配
付
申
し
上
げ
ま
し
た
委
員
会
審
査
報
告
書
に
記
載
の

と
お
り
、
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上
げ

ま
す
。

　

平
成
三
十
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
予
算
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
総

務
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
防
犯
灯
整
備
・
維
持
事
業
の
Ｌ
Ｅ

Ｄ
防
犯
灯
設
置
事
業
補
助
金
五
百
万
円
に
つ
い
て
、
今
年
度
も
町

内
会
か
ら
た
く
さ
ん
の
要
望
が
来
た
と
思
う
が
、
ど
の
よ
う
な
基

準
で
採
択
さ
れ
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

防
犯
灯
補
助
の
申
請
に
つ
き
ま
し
て
は
、
年
度
当
初
に
申
請
が

集
中
す
る
た
め
、
一
町
内
当
た
り
五
基
ま
で
と
い
う
基
準
を
設
け

て
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
そ
の
後
ま
だ
要
望
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
れ
ば
、
補
正
対
応
で
補
助
を
し
て
き
た
と
い
う
実
績
で
あ

り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
全
体
で
は
、
ど
の
く
ら
い
の
基
数
に
な
る
の
か
、
と

た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

新
設
で
二
十
基
、
取
替
え
で
三
百
二
十
基
を
見
込
ん
で
い
ま
す
、

と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
新
設
で
二
十
基
と
い
う
の
は
少
な
い
よ
う
に

感
じ
る
が
、
前
年
度
と
の
比
較
は
ど
う
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

今
年
度
の
補
助
実
績
は
、
新
設
が
三
十
八
基
で
取
替
え
が
五
百

四
十
一
基
で
す
。
基
本
的
に
は
、
現
在
の
蛍
光
灯
の
防
犯
灯
を
Ｌ

Ｅ
Ｄ
に
切
り
替
え
て
環
境
負
荷
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
で
す

の
で
、
取
替
え
を
主
と
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
町
内
会
か
ら
新
設

の
相
談
が
あ
り
、
そ
れ
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
予
算
の
範
囲
内
で
対

応
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
消
防
機
関
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
消
防
団
活
動
業
務

に
関
連
し
て
、
随
分
前
に
、
今
年
く
ら
い
の
大
雪
が
降
っ
た
際
に

は
、
消
防
団
が
毎
日
の
よ
う
に
消
火
栓
の
除
雪
作
業
に
あ
た
っ
て

い
た
と
思
う
。
現
在
は
、
消
防
団
の
数
や
消
防
団
員
の
数
が
か
な

り
少
な
く
な
っ
た
が
、
今
年
の
大
雪
の
際
、
消
火
栓
や
防
火
水
槽

の
除
雪
や
点
検
は
ど
の
よ
う
に
し
た
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

今
年
は
一
月
か
ら
大
変
な
大
雪
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ

の
都
度
、
消
防
団
に
は
器
具
置
場
と
消
火
栓
、
防
火
水
槽
の
除
雪

の
要
請
を
し
ま
し
た
。
消
防
団
か
ら
は
、
一
生
懸
命
や
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
消
防
署
と
し
て
も
非
番
等
の
職
員
を
出
し
て
順

次
除
雪
作
業
を
行
い
ま
し
た
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
中
山
間
地
域
で
は
、
消
火
栓
が
高
い
位
置
に
設
置
さ

れ
て
い
る
が
、
高
い
位
置
に
設
置
で
き
る
国
の
基
準
は
あ
る
の
か
、

と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

国
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
特
に
定
め
は
あ
り
ま
せ
ん
。
各
自
治

体
の
状
況
に
応
じ
て
、
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
来
年
度
、
戸
倉
地
区
に
は
、
標
準
型
の
高
さ
よ
り
も
さ
ら
に

一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
高
い
位
置
に
口
が
あ
る
「
多
雪
型
」
の
消
火
栓

を
取
り
付
け
る
計
画
で
あ
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、（
総
合
戦
略
）
救
急
救
助
活
動
業
務
に
関
連
し
て
、
救

急
車
の
要
請
が
来
て
も
、
病
院
の
医
師
不
足
等
で
受
け
入
れ
先
に

つ
い
て
か
な
り
難
儀
し
て
い
る
と
思
う
が
、
受
け
入
れ
先
を
決
め

る
、
さ
ら
に
病
院
等
に
収
容
す
る
の
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
あ
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

年
々
、
救
急
隊
が
出
動
し
て
、
病
院
に
収
容
す
る
ま
で
の
時
間

が
延
び
て
い
ま
す
。
現
場
に
到
着
し
て
患
者
を
観
察
し
た
後
、
適

切
な
病
院
等
を
紹
介
し
て
、
受
け
入
れ
確
認
を
す
る
ま
で
の
時
間

が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
新
潟
市
等
へ
搬
送
す
る

機
会
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
時
間
が
延
び
て
い
る
要
因
の
一

つ
と
考
え
て
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
学
校
教
育
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
語
学
指
導
等
外

国
青
年
招
致
事
業
に
関
連
し
て
、
小
学
校
で
は
、
今
後
、
英
語
を

必
須
の
授
業
と
し
て
行
う
こ
と
に
な
る
が
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
の
授
業
の
効

果
は
ど
う
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

現
在
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
は
三
名
い
ま
す
が
、
新
年
度
に
は
、
小
学
校
の

Ａ
Ｌ
Ｔ
を
八
月
か
ら
も
う
一
人
増
や
し
て
、
小
学
校
二
名
、
中
学

校
二
名
と
い
う
形
で
活
用
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
Ａ
Ｌ
Ｔ
を

活
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
年
数
が
経
ち
ま
す
が
、
そ
の
間
、
子
供

た
ち
の
英
語
に
関
す
る
興
味
は
非
常
に
高
ま
り
、
抵
抗
感
が
少
な

く
な
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
効
果
は
上
が
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と
認
識
し
て
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

去
る
二
月
二
十
八
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
事
件
は
、

議
第
四
号 

川
内
辺
地
に
係
る
総
合
整
備
計
画
の
変
更
に
つ

い
て

議
第
五
号 

戸
倉
辺
地
に
係
る
総
合
整
備
計
画
の
策
定
に
つ

い
て

議
第
六
号 

五
泉
市
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
七
号 

五
泉
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
八
号 

五
泉
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
九
号 

五
泉
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情

報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
号 

五
泉
市
職
員
の
公
益
的
法
人
等
へ
の
派
遣
等
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
一
号 

五
泉
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

議
第
十
二
号 

五
泉
市
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
三
号 

五
泉
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
四
号 

五
泉
市
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
六
号 

五
泉
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

議
第
二
十
八
号
　
市
有
財
産
の
減
額
貸
付
に
つ
い
て

議
第
三
十
九
号
　
平
成
三
十
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
予
算
の
う
ち

本
委
員
会
所
管
に
属
す
る
事
項

　

以
上
の
十
四
件
で
あ
り
ま
す
。

総
務
文
教
常
任
委
員
会 

審
査
報
告

◎
剣
持
　
雄
吾
　
　
　
羽
下
　
　
貢
　
　
　
熊
倉
　
政
一
　
　
　
松
川
　
徹
也

○
長
谷
川
政
弘
　
　
　
広
野
　
　
甲
　
　
　
今
井
　
　
博
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市
民
厚
生
常
任
委
員
会 

審
査
報
告

◎
佐
藤
　
　
渉
　
　
　
町
田
　
俊
夫
　
　
　
白
井
　
妙
子

○
伊
藤
　
昭
一
　
　
　
鈴
木
　
良
民
　
　
　
桑
原
　
一
憲

（◎委員長　○副委員長）

議
第
二
十
四
号
　
五
泉
市
介
護
保
険
法
に
基
づ
き
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

議
第
三
十
九
号
　
平
成
三
十
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
予
算
の
う

ち
本
委
員
会
所
管
に
属
す
る
事
項

議
第
四
十
号
　
　
平
成
三
十
年
度
五
泉
市
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
予
算

議
第
四
十
一
号
　
平
成
三
十
年
度
五
泉
市
介
護
保
険
特
別
会
計

予
算

議
第
四
十
五
号
　
平
成
三
十
年
度
五
泉
市
後
期
高
齢
者
医
療
特

別
会
計
予
算

　

以
上
の
十
三
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
当
局
の
出
席
を
求
め
慎
重
に
審

査
を
行
っ
た
結
果
、
お
手
元
に
配
付
申
し
上
げ
ま
し
た
委
員
会

審
査
報
告
書
に
記
載
の
と
お
り
、決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上

げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
市
民
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
議
第
十
八
号 

五

泉
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
関
連
し
て
、
条
例
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
世
帯
の
負
担
は
ど

の
く
ら
い
増
え
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

税
額
に
つ
き
ま
し
て
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
の
世
帯

別
平
等
割
を
廃
止
し
、
均
等
割
の
額
を
引
き
上
げ
る
予
定
で
お

り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
全
体
の
五
二
・
六
％
を
占
め
る
一
人
世

帯
の
方
々
は
試
算
に
よ
る
年
税
額
で
三
千
七
百
三
十
八
円
減
税

と
な
り
ま
す
が
、
三
四
・
六
％
を
占
め
る
二
人
世
帯
の
方
で
は

千
二
百
三
十
四
円
増
税
と
な
り
、
三
人
、
四
人
、
五
人
と
世
帯

の
人
員
が
増
え
る
ご
と
に
増
税
の
幅
が
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま

す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
負
担
の
下
が
る
世
帯
は
多
い
が
、
負
担
が
大
き
く
な

る
世
帯
も
あ
る
。し
っ
か
り
と
し
た
説
明
が
必
要
だ
と
思
う
が
、

ど
の
よ
う
な
形
で
周
知
さ
せ
て
い
く
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ

ろ
、

　

広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
は
当
然

で
す
が
、
被
保
険
者
の
皆
さ
ま
が
窓
口
に
お
い
で
に
な
る
際
に

は
丁
寧
に
説
明
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
、
と
の

答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
高
齢
福
祉
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
議
第
十
九
号 

五
泉
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
関

連
し
て
、
保
険
料
を
上
げ
る
場
合
は
、
高
齢
化
率
や
認
定
率
が

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
思
う
が
、
こ
の
二
つ
の
要
素
の
ほ
か

に
ど
う
い
っ
た
も
の
が
あ
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

値
上
げ
の
要
素
と
し
ま
し
て
は
、
高
齢
化
率
や
認
定
率
の
ほ

か
、
介
護
報
酬
が
〇
・
五
四
％
上
が
る
こ
と
と
、
三
十
一
年
十

月
か
ら
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
い
国
は
処
遇
改
善
を
考
え

て
お
り
、
こ
の
分
が
少
し
大
き
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
第

一
号
被
保
険
者
の
負
担
割
合
が
二
二
％
か
ら
一
％
ア
ッ
プ
し

二
三
％
と
な
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
月
額
五
百
四
十
五
円
値
上
げ
と
い
う
こ
と
だ
が
、
他

市
に
比
べ
て
ど
う
い
う
要
因
が
あ
り
五
百
円
を
上
回
る
の
か
、

と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
給
付
が
大
き
く
影
響
す
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
五
泉
市
で
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど

施
設
系
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
率
が
他
の
市
町
村
に
比
べ
高
い
と
い

う
結
果
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
施
設
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
が

多
い
と
い
う
こ
と
が
保
険
料
に
影
響
す
る
形
に
な
る
と
思
い
ま

す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
な
さ
れ

ま
し
た
。

　

去
る
二
月
二
十
八
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
付

託
さ
れ
た
事
件
は
、

 

議
第
十
五
号
　
　
五
泉
市
国
民
健
康
保
険
事
業
財
政
調
整
基
金

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

議
第
十
七
号
　
　
五
泉
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
八
号
　
　
五
泉
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
九
号
　
　
五
泉
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
二
十
号
　
　
五
泉
市
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介

護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
係
る

基
準
に
関
す
る
条
例
の
制
定 

に
つ
い
て

議
第
二
十
一
号
　
五
泉
市
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予

防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に

指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の

た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
係
る
基
準

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

議
第
二
十
二
号
　
五
泉
市
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
係
る
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
二
十
三
号
　
五
泉
市
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
地
域
密

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
係
る
基
準
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て
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農
業
委
員
会
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
農
業
者
年
金
事
業

三
十
一
万
二
千
円
に
つ
い
て
、
こ
の
農
業
者
年
金
制
度
は

以
前
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
復
活
し
た
の
か
、
と

た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

平
成
十
四
年
か
ら
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
制
度
と
変
わ
り
、

加
入
者
数
や
受
給
者
数
に
左
右
さ
れ
な
い
年
金
制
度
と
い

う
こ
と
で
生
ま
れ
変
わ
っ
て
お
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ

り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
こ
の
事
業
は
ど
の
よ
う
な
方
が
対
象
に

な
る
の
か
。
ま
た
、
掛
け
金
は
幾
ら
か
、
と
た
だ
し
た
と

こ
ろ
、

　

対
象
者
は
、
国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
で
あ
り
、

年
間
六
十
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
六
十
歳
未
満
の
方
で

あ
り
ま
す
。
掛
け
金
に
つ
い
て
は
、
月
額
二
万
円
か
ら
月

額
六
万
七
千
円
ま
で
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
国
庫
補
助
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。
六
十
歳
ま
で
の
納

付
期
間
が
二
十
年
以
上
見
込
ま
れ
る
人
で
、
農
業
所
得
が

九
百
万
円
以
下
の
人
、
認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
者
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
お
り
ま
す
、
と
の
答
弁

で
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
受
給
の
際
の
内
容
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、

と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

試
算
で
す
が
、
月
額
二
万
円
を
掛
け
て
運
用
利
回
り
を

二
・
五
％
と
し
た
場
合
と
し
ま
す
と
、
四
十
歳
加
入
で

二
十
年
掛
け
た
場
合
に
つ
き
ま
し
て
は
、
男
性
で
年
額

三
十
万
千
円
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
三
十
歳

で
掛
け
て
三
十
年
の
場
合
は
五
十
一
万
円
、
二
十
歳
か
ら

四
十
年
掛
け
た
場
合
は
七
十
七
万
三
千
円
と
い
う
よ
う
な

計
算
と
な
っ
て
お
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
委
員
よ
り
、
市
の
広
報
等
で
も
、
働
き
か

け
呼
び
か
け
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
の
要
望
が
な
さ

れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
都
市
整
備
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
議
第

三
十
号
市
道
の
認
定
に
つ
い
て
、
市
道
寺
沢
駅
南
線
は
、

五
泉
駅
周
辺
道
路
改
良
事
業
に
合
わ
せ
て
現
在
道
路
改
良

工
事
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
延
長
は
約

二
百
メ
ー
ト
ル
、
車
道
幅
が
六
メ
ー
ト
ル
、
歩
道
幅
が
二

メ
ー
ト
ル
と
い
う
こ
と
で
予
定
し
て
お
り
ま
す
、
と
の
説

明
を
受
け
て
、
工
事
中
と
の
こ
と
だ
が
、
工
事
の
完
了
は

い
つ
ご
ろ
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

平
成
三
十
年
七
月
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
、
と
の
答
弁

で
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
道
路
が
で
き
れ
ば
二
学
期
か
ら
子
供
も
頻
繁

に
通
り
始
め
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
工
事
で
は
ど
れ
く

ら
い
の
街
灯
の
設
置
を
予
定
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
た
だ

し
た
と
こ
ろ
、

　

現
在
、
照
明
灯
一
灯
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
、
と
の
答

弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
委
員
よ
り
、
非
常
に
薄
暗
い
中
で
、
照
明

灯
が
一
灯
と
い
う
こ
と
は
市
道
と
し
て
や
は
り
安
全
上
問

題
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
今
後
十
分
に
検
討
し
て
い
っ
て

い
た
だ
き
た
い
、
と
の
要
望
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
通
勤
で
新
潟
に
通
い
た
い

人
や
、
買
い
物
な
ど
で
汽
車
を
利
用
し
た
い
人
た
ち
の
駐

車
場
は
あ
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

駅
南
に
あ
る
駐
車
場
で
す
が
、
現
在
は
砂
利
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。
新
年
度
に
お
き
ま
し
て
中
央
連
絡
橋
の
階
段

棟
の
整
備
後
、
舗
装
等
の
整
備
を
し
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
な

さ
れ
ま
し
た
。

　

去
る
二
月
二
十
八
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会

に
付
託
さ
れ
た
事
件
は
、

議
第
二
十
五
号 

五
泉
市
道
路
占
用
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
二
十
六
号 

五
泉
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
二
十
七
号 

五
泉
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
二
十
九
号 

市
道
の
廃
止
に
つ
い
て

議
第
三
十
号 

市
道
の
認
定
に
つ
い
て

議
第
三
十
九
号 

平
成
三
十
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
予
算

の
う
ち
本
委
員
会
所
管
に
属
す
る
事
項

議
第
四
十
二
号 

平
成
三
十
年
度
五
泉
市
下
水
道
事
業
特

別
会
計
予
算

議
第
四
十
三
号 

平
成
三
十
年
度
五
泉
市
簡
易
水
道
事
業

特
別
会
計
予
算

議
第
四
十
四
号 

平
成
三
十
年
度
五
泉
市
川
東
財
産
区
一

般
会
計
予
算

議
第
四
十
六
号 

平
成
三
十
年
度
五
泉
市
水
道
事
業
会
計

予
算

　

以
上
の
十
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
当
局
の
出
席
を
求
め
慎
重

に
審
査
を
行
っ
た
結
果
、
お
手
元
に
配
付
申
し
上
げ
ま
し

た
委
員
会
審
査
報
告
書
に
記
載
の
と
お
り
、
決
定
し
た
次

第
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申

し
上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
平
成
三
十
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
予
算
の
う
ち
、

建
設
産
業
常
任
委
員
会 

審
査
報
告

◎
阿
部
　
周
夫
　
　
　
林
　
　
　
茂
　
　
　
平
井
　
敏
弘

○
佐
藤
　
　
浩
　
　
　
牛
膓
　
利
栄
　
　
　
深
井
　
邦
彦
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提
　
出
　
者

議

案

番

号

議
　
案
　
名

議

決

結

果

議　　　　員　　　　名　　（議席番号順）

１
松
川
　
徹
也

２
深
井
　
邦
彦

３
桑
原
　
一
憲

４
白
井
　
妙
子

５
今
井
　
　
博

６
佐
藤
　
　
浩

７
長
谷
川
政
弘

８
伊
藤
　
昭
一

９
佐
藤
　
　
渉

10
平
井
　
敏
弘

11
牛
膓
　
利
栄

12
鈴
木
　
良
民

13
熊
倉
　
政
一

14
広
野
　
　
甲

15
剣
持
　
雄
吾

16
羽
下
　
　
貢

17
町
田
　
俊
夫

18
阿
部
　
周
夫

19
（
欠
番
）
　

20
林
　
　
　
茂

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

議第１号
専決処分の報告承認について（平成29年度五泉市一般会
計補正予算（第12号））

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※
１

議第２号
専決処分の報告承認について（平成29年度五泉市一般会
計補正予算（第13号））

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第３号
専決処分の報告承認について（平成29年度五泉市一般会
計補正予算（第14号））

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第４号 川内辺地に係る総合整備計画の変更について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第５号 戸倉辺地に係る総合整備計画の策定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第６号
五泉市情報公開条例の一部を改正する条例の制定につい
て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第７号
五泉市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正
する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第８号
五泉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第９号

五泉市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特
定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第10号
五泉市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条
例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第11号
五泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
の一部を改正する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第12号
五泉市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第13号
五泉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第14号
五泉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する
条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第15号
五泉市国民健康保険事業財政調整基金条例の一部を改正
する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第16号 五泉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第17号
五泉市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条
例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第18号
五泉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定
について

可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第19号
五泉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい
て

可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

議第20号
五泉市介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の
人員及び運営に係る基準に関する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第21号

五泉市介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の
人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防
のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第22号
五泉市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事
業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の一部
を改正する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第23号

五泉市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サー
ビスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型
介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援
の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第24号
五泉市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置
者が遵守すべき基準に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第25号
五泉市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第26号 五泉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第27号
五泉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定につい
て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第28号 市有財産の減額貸付について 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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一般質問（通告順）

　２月定例会では８人の議員が一般質問を行いました。通告順に従い、質問者の氏名を
お知らせします。

通告順 質問者氏名 通告順 質問者氏名 通告順 質問者氏名

1 羽下　　貢 4 松川　徹也 7 剣持　雄吾

2 阿部　周夫 ５ 欠　席 8 深井　邦彦

3 桑原　一憲 ６ 今井　　博 9 町田　俊夫

当局報告

※1　法律に特別の定めがある場合を除く外、地方自治法第116条の規定により、議長は表決に加わっていません。 
※2　地方自治法第117条の規定により、自己に直接利害関係のある事件については議事に参与できないため、退席し評決に加わっていません。

提
　
出
　
者

議

案

番

号

議
　
案
　
名

議

決

結

果

議　　　　員　　　　名　　（議席番号順）

１
松
川
　
徹
也

２
深
井
　
邦
彦

３
桑
原
　
一
憲

４
白
井
　
妙
子

５
今
井
　
　
博

６
佐
藤
　
　
浩

７
長
谷
川
政
弘

８
伊
藤
　
昭
一

９
佐
藤
　
　
渉

10
平
井
　
敏
弘

11
牛
膓
　
利
栄

12
鈴
木
　
良
民

13
熊
倉
　
政
一

14
広
野
　
　
甲

15
剣
持
　
雄
吾

16
羽
下
　
　
貢

17
町
田
　
俊
夫

18
阿
部
　
周
夫

19
（
欠
番
）
　

20
林
　
　
　
茂

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

議第29号 市道の廃止について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※
１

議第30号 市道の認定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第31号 損害賠償の額を定めることについて 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第32号 平成29年度五泉市一般会計補正予算（第15号） 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第33号
平成29年度五泉市国民健康保険特別会計補正予算
（第５号）

可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第34号 平成29年度五泉市介護保険特別会計補正予算（第５号） 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第35号 平成29年度五泉市下水道事業特別会計補正予算（第５号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第36号
平成29年度五泉市簡易水道事業特別会計補正予算
（第４号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第37号
平成29年度五泉市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第５号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第38号 平成29年度五泉市水道事業会計補正予算（第５号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第39号 平成30年度五泉市一般会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第40号 平成30年度五泉市国民健康保険特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第41号 平成30年度五泉市介護保険特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

議第42号 平成30年度五泉市下水道事業特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第43号 平成30年度五泉市簡易水道事業特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第44号 平成30年度五泉市川東財産区一般会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第45号 平成30年度五泉市後期高齢者医療特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第46号 平成30年度五泉市水道事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
（板垣良一氏）

適任と 
認める

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第47号 平成29年度五泉市一般会計補正予算（第16号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
　
員

発議第１号 松川徹也議員に対する議員辞職勧告決議 可決 除 ○ × ― × ○ × ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

発議第２号
ごせん紅葉マラソン補助金事務調査特別委員会の平成30
年度の調査経費に関する決議

可決 除 ○ 除 × × ○ × ○ 除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

市長から２件の事項について、議会で報告を受けました。

◆１月11日からの豪雪災害について

◆職員の交通事故について
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き
た
補
助
金
事
務
に
対
し
、
本
委
員
会
で
は
引
き
続
き
十
二
月

中
に
二
回
、
一
月
中
に
四
回
、
二
月
に
八
回
委
員
会
を
開
催
し
、

調
査
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

調
査
の
中
身
に
つ
き
ま
し
て
は
、総
務
課
、ス
ポ
ー
ツ
推
進
課
、

市
民
課
、
学
校
教
育
課
、
及
び
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委

員
会
に
対
し
て
記
録
の
提
出
を
求
め
た
ほ
か
、
平
成
二
十
一
年

度
か
ら
二
十
八
年
度
ま
で
の
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員

会
に
対
す
る
補
助
金
事
務
に
携
わ
っ
た
担
当
職
員
十
三
名
に
証

人
出
頭
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
の
新
旧
実
行

　

ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
補
助
金
事
務
調
査
特
別
委
員
会
の
経

過
に
つ
い
て
、
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

昨
年
十
一
月
六
日
の
本
会
議
に
お
い
て
本
特
別
委
員
会
が
設

置
さ
れ
、
十
二
月
定
例
会
初
日
、
十
二
月
五
日
の
本
会
議
に
お

い
て
中
間
報
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
同
事
件
に
対
し
今
後
詳
細
な
調
査
を
行
う
た
め
、
同

日
、
本
委
員
会
に
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
百
条
委
員
会
の
権
限

付
与
を
賛
成
多
数
で
可
決
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

当
局
、
及
び
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
が
行
っ
て

　
百
条
委
員
会
経
過
報
告

【
百
条
委
員
会
】

※
百
条
委
員
会
と
は
、
地
方
自
治
法
第
百
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
調
査
権
を
議
会

か
ら
委
任
さ
れ
た
委
員
会
の
通
称
で
す
。
関
係
人
の
出
頭
、
証
言
及
び
記
録
の

提
出
を
請
求
で
き
る
な
ど
調
査
権
に
は
た
い
へ
ん
強
い
権
限
が
あ
り
ま
す
。

◎
熊
倉
　
政
一
　
　
阿
部
　
周
夫
　
　
鈴
木
　
良
民
　
　
深
井
　
邦
彦

○
伊
藤
　
昭
一
　
　
剣
持
　
雄
吾
　
　
佐
藤
　
　
浩

（◎委員長　○副委員長）

（
８
ペ
ー
ジ
下
段
へ
）

（
９
ペ
ー
ジ
へ
）

（
８
ペ
ー
ジ
上
段
よ
り
）

ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
補
助
金
事
務
調
査
特
別
委
員
会 

経
過
報
告
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べ
て
提
出
し
た
」「
八
年
の
間
、
五
泉
市
と
相
談
し
な
が
ら
許

可
を
得
て
、
適
正
に
報
告
を
し
て
き
た
」
と
主
張
し
て
い
ま
す

が
、
歴
代
の
各
担
当
職
員
は
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員

会
の
主
張
に
つ
い
て
否
定
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
二
十
八
年
度
の
内
、
少
な
く

と
も
七
年
間
に
わ
た
り
、
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会

は
市
へ
実
績
報
告
書
を
提
出
し
た
後
に
数
百
万
円
に
も
及
ぶ
補

助
対
象
経
費
を
毎
年
支
払
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。
本
来
、
補
助
金
実
績
報
告
書
は
、
補
助
事
業
の
完
了
を

も
っ
て
市
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ご
せ
ん
紅
葉

マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
で
は
少
な
く
と
も
七
年
間
に
わ
た
り
不

適
切
な
申
請
行
為
を
続
け
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

市
の
補
助
金
申
請
の
手
続
き
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
補
助
金
申
請
者
が
補
助
金
交
付
申
請
書
を
市
に
提
出

し
、
次
に
市
が
補
助
金
交
付
決
定
を
申
請
者
に
通
知
し
ま
す
。

事
業
が
実
施
さ
れ
完
了
し
た
後
に
、
申
請
者
は
補
助
金
実
績
報

告
書
を
市
に
提
出
し
、
市
は
申
請
者
に
補
助
金
の
額
の
決
定
通

委
員
長
と
監
事
、
実
行
委
員
を
務
め
た
市
の
職
員
、
合
計
七
名

に
も
証
人
出
頭
を
求
め
、
慎
重
に
調
査
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。

　

そ
れ
で
は
、
現
在
ま
で
に
判
明
し
た
も
の
に
つ
い
て
ご
報
告

い
た
し
ま
す
。

　

証
人
尋
問
し
た
歴
代
の
補
助
金
事
務
担
当
職
員
に
よ
れ
ば
、

ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
は
、
昨
年
十
二
月
に
新
聞

折
り
込
み
で
配
布
し
た
チ
ラ
シ
、「
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
補

助
金
に
関
す
る
百
条
委
員
会
設
置
に
つ
い
て
」
の
中
で
「
五
泉

市
の
補
助
金
は
、
市
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
マ
ラ
ソ
ン
選
手
に

必
要
な
計
測
費
用
に
使
用
し
、
許
可
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。」

と
主
張
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
歴
代
の
担
当
職
員
は
計
測
費

用
の
た
め
の
補
助
金
だ
と
い
う
認
識
は
な
か
っ
た
と
証
言
し
て

い
ま
す
し
、
教
育
長
、
財
政
課
に
お
い
て
も
同
様
に
そ
の
よ
う

な
認
識
は
な
か
っ
た
と
証
言
し
て
い
ま
す
。

　

同
じ
く
新
聞
折
り
込
み
で
配
布
し
た
チ
ラ
シ
で
は
「
ご
せ
ん

紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
運
営
費
の
総
額
を
五
泉
市
の
指
導
を
受
け
、
す

（
９
ペ
ー
ジ
下
段
へ
）

（
10
ペ
ー
ジ
へ
）

（
８
ペ
ー
ジ
よ
り
）

（
９
ペ
ー
ジ
上
段
よ
り
）
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ま
た
何
と
、
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
大
会
開
催
の
わ
ず
か
数

日
前
に
市
に
補
助
金
交
付
申
請
書
が
、
提
出
さ
れ
て
い
た
年
度

が
複
数
年
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
事
前
着

手
ど
こ
ろ
か
言
語
道
断
と
い
う
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

次
に
、
平
成
二
十
八
年
度
に
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委

員
会
の
監
事
だ
っ
た
五
泉
市
議
会
議
員
の
佐
藤
渉
氏
は
、
同
実

行
委
員
会
が
市
に
提
出
し
た
平
成
二
十
九
年
一
月
十
一
日
付
の

監
査
報
告
書
に
書
か
れ
た
署
名
・
捺
印
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
渉

氏
本
人
の
も
の
で
は
な
い
と
証
言
し
て
い
ま
す
。

　

佐
藤
渉
氏
の
証
言
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
平
成
二
十
八
年
度

以
降
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
長
を
務
め
て
い
る
五
泉

市
議
会
議
員
の
松
川
徹
也
氏
か
ら
も
、
平
成
二
十
九
年
一
月

十
一
日
付
の
監
査
報
告
書
に
書
か
れ
た
署
名
・
捺
印
は
佐
藤
渉

氏
の
も
の
で
は
な
く
、
も
う
一
人
の
監
事
の
方
の
分
と
併
せ
て
、

当
時
の
会
計
担
当
者
が
二
名
分
の
署
名
・
捺
印
を
し
た
も
の
だ

と
の
驚
く
べ
き
証
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　

佐
藤
渉
氏
に
対
し
て
は
再
度
証
人
尋
問
を
行
い
、
ご
せ
ん
紅

知
を
出
し
、
そ
の
後
、
申
請
者
は
補
助
金
交
付
請
求
書
を
市
に

提
出
し
、
そ
れ
を
受
け
て
市
が
補
助
金
を
振
り
込
む
と
い
う
の

が
補
助
金
申
請
の
流
れ
に
な
り
ま
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す

が
、
実
績
報
告
書
は
、
補
助
事
業
、
及
び
事
業
に
伴
う
支
払
い

が
全
て
完
了
し
た
後
に
提
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

教
育
長
、
企
画
政
策
課
、
財
政
課
に
も
改
め
て
確
認
を
求
め

た
と
こ
ろ
、
未
払
い
金
が
残
っ
て
い
る
中
で
の
、
い
わ
ゆ
る
事

業
が
完
了
し
な
い
段
階
で
の
実
績
報
告
書
の
提
出
は
不
適
切
で

あ
る
と
の
証
言
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
補
助
金
交
付
申
請
書
提
出
前
の
事
前
着
手
に
つ
い
て

で
あ
り
ま
す
。
補
助
事
業
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
申
請
者
が
補

助
金
交
付
申
請
書
を
市
に
提
出
し
、
市
が
補
助
金
交
付
を
決
定

し
た
後
に
事
業
に
着
手
す
る
の
が
大
原
則
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
で
は
、
交
付

申
請
書
を
市
に
提
出
す
る
前
に
、
毎
年
、
大
会
参
加
者
の
エ
ン

ト
リ
ー
や
、
計
測
業
務
を
行
う
会
社
と
の
契
約
な
ど
を
行
っ
て

お
り
、
ま
た
他
に
も
事
前
着
手
の
領
収
書
が
多
数
見
受
け
ら
れ

る
な
ど
、
事
前
着
手
が
常
習
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

（
10
ペ
ー
ジ
下
段
へ
）

（
11
ペ
ー
ジ
へ
）

（
９
ペ
ー
ジ
よ
り
）

（
10
ペ
ー
ジ
上
段
よ
り
）
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ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
補
助
金
は
市
民
の
税
金
を
使
っ
た
事

業
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
ず
さ
ん
極
ま
り
な
い
市
へ
の
実
績
報

告
書
は
市
民
に
対
す
る
背
信
行
為
で
あ
り
、
絶
対
に
許
さ
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

次
に
、
会
議
費
の
名
目
で
懇
親
会
の
領
収
書
が
市
に
数
多
く

提
出
さ
れ
て
い
た
件
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
領
収
書
に
つ

い
て
は
松
川
徹
也
氏
が
経
営
す
る
居
酒
屋
の
も
の
が
特
に
多
く

確
認
さ
れ
て
お
り
、
額
面
総
額
は
百
十
八
万
円
以
上
に
も
の
ぼ

り
ま
す
。
懇
親
会
の
領
収
書
に
つ
い
て
、
参
加
さ
れ
た
方
の
名

簿
の
提
出
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
松
川
徹
也
氏
が
実
行
委
員
長
を

務
め
た
平
成
二
十
八
年
度
の
参
加
者
名
簿
の
ほ
と
ん
ど
に
つ
い

て
不
明
と
い
う
回
答
で
あ
り
、
本
人
か
ら
は
「
不
確
か
な
部
分

が
多
く
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
不
明
で
し
た
。」
と
の
証
言
が
あ
り

ま
し
た
。

　

松
川
徹
也
氏
が
実
行
委
員
長
を
務
め
た
年
度
で
、
自
身
が
経

営
す
る
居
酒
屋
で
行
っ
た
懇
親
会
で
あ
り
、
ま
し
て
や
、
領
収

書
を
作
成
し
た
の
は
松
川
徹
也
氏
本
人
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
が
市
に
提
出
し
た
平
成
二
十
九
年
一

月
十
一
日
付
の
監
査
報
告
書
の
署
名
・
捺
印
は
、
佐
藤
渉
氏
本

人
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
再
確
認
し
ま
し
た
。

　

松
川
徹
也
氏
は
、
監
査
報
告
書
の
偽
造
と
、
偽
造
し
た
監
査

報
告
書
を
補
助
金
実
績
報
告
の
際
に
市
に
提
出
し
た
こ
と
を
明

確
に
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
偽
造
行
為
に
つ
い
て

は
私
文
書
偽
造
罪
、
同
行
使
罪
に
あ
た
る
可
能
性
が
極
め
て
高

い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日
付
け
で
市
に
提
出
し
た

平
成
二
十
八
年
度
事
業
の
実
績
報
告
書
に
は
、
ご
せ
ん
紅
葉
マ

ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
の
住
所
を
「
五
泉
市
新
」
と
い
う
存
在
し

な
い
住
所
地
を
記
載
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
実
績
報
告
書
に

添
付
し
た
資
料
の
「
第
八
回
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
事
業
報
告

会
」
の
日
付
を
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
六
日
と
前
年
度
の
日

付
で
記
載
し
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
一
日
付
け
の
監
査
報
告
書

に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
偽
造
し
た
も
の
を
市
に
提
出
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
松
川
徹
也
氏
が
実
行
委
員
長
を
務

め
た
平
成
二
十
八
年
度
中
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

（
11
ペ
ー
ジ
下
段
へ
）

（
12
ペ
ー
ジ
へ
）

（
10
ペ
ー
ジ
よ
り
）

（
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ペ
ー
ジ
上
段
よ
り
）
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次
に
、
松
川
徹
也
氏
の
住
所
に
関
す
る
重
大
な
事
実
も
確
認

さ
れ
ま
し
た
。
松
川
徹
也
氏
は
、
証
人
尋
問
の
冒
頭
、
宣
誓
後

の
人
定
質
問
の
中
で
住
所
を
五
泉
市
中
川
新
だ
と
述
べ
て
お
り

ま
す
が
、
五
泉
市
赤
海
の
住
所
が
記
載
さ
れ
た
平
成
二
十
六
年

度
の
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
の
市
へ
の
納
付
書
に

つ
い
て
確
認
し
た
際
に
は
、「
こ
の
住
所
は
妻
の
住
所
で
す
が
、

私
も
そ
こ
に
住
ん
で
い
ま
す
。
新
し
い
住
所
で
す
。」
と
述
べ
、

実
際
は
五
泉
市
中
川
新
に
は
居
住
し
て
お
ら
ず
、
妻
子
の
暮
ら

す
五
泉
市
赤
海
に
居
住
し
て
い
る
と
証
言
し
、
当
初
述
べ
た
中

川
新
の
住
所
は
虚
偽
で
し
た
。

　

ま
た
、
松
川
徹
也
氏
は
、
こ
の
度
の
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙

に
立
候
補
し
た
際
に
も
、
同
様
に
居
住
実
態
の
な
い
五
泉
市
中

川
新
の
住
所
で
届
け
出
を
し
て
い
ま
す
。
人
定
質
問
で
住
所
を

五
泉
市
中
川
新
と
述
べ
た
こ
と
や
、
選
挙
の
住
所
が
五
泉
市
中

川
新
に
な
っ
て
い
る
の
は
虚
偽
だ
っ
た
の
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

松
川
徹
也
氏
は
「
住
所
に
つ
い
て
は
選
挙
管
理
委
員
会
に
確
認

し
ま
し
た
。
住
民
票
は
五
泉
市
中
川
新
、
し
か
し
今
の
私
の
住

居
実
態
は
う
ち
の
妻
の
所
有
す
る
名
義
で
あ
る
赤
海
に
住
ん
で

そ
の
経
費
は
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
か
ら
支
出
さ

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
不
確
か
」
で
「
不
明
」
の
た
め
、

そ
の
記
録
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
、
松

川
徹
也
氏
に
領
収
書
の
根
拠
と
な
る
居
酒
屋
の
レ
シ
ー
ト
の
提

出
を
求
め
ま
し
た
が
、
そ
れ
す
ら
提
出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

全
く
理
解
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
だ
け
を
と
っ
て
も
、
実
行
委
員
会
の
ず
さ
ん
な
経
理
の

実
態
が
垣
間
見
ら
れ
、
一
部
に
は
印
紙
税
法
違
反
の
領
収
書
や
、

さ
ら
に
は
領
収
者
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
高
額
な
領
収
書
も

見
受
け
ら
れ
る
な
ど
、
領
収
書
の
真
偽
に
つ
い
て
も
疑
惑
を
持

た
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
実
行
委
員
に
名
を
連
ね
た
市
の
職
員
が
過
去
に
ご
せ

ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
か
ら
受
領
し
た
日
当
を
、
昨
年
、

同
実
行
委
員
会
に
返
還
し
て
い
ま
す
が
、
返
還
さ
れ
た
日
当
の

所
在
に
つ
い
て
松
川
徹
也
氏
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
わ
か
ら
な
い

と
い
う
返
答
で
あ
り
、
現
金
の
管
理
体
制
等
の
ず
さ
ん
さ
が
再

び
露
呈
し
た
形
に
な
り
ま
し
た
。

（
12
ペ
ー
ジ
下
段
へ
）

（
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ペ
ー
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へ
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ー
ジ
上
段
よ
り
）
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聞
い
た
話
を
引
用
し
、
あ
た
か
も
松
川
徹
也
氏
本
人
が
見
聞
き

し
た
か
の
よ
う
な
不
誠
実
な
証
言
を
繰
り
返
す
場
面
が
多
く
見

受
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
の
第
一
回
大
会
か
ら
同
実
行

委
員
会
に
顧
問
と
し
て
関
与
し
、
平
成
二
十
七
年
度
の
第
七
回

大
会
で
は
会
長
、
実
行
委
員
長
を
務
め
た
佐さ

野の

實
ま
こ
と

氏
の
証
人
尋

問
で
判
明
し
た
も
の
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

佐
野
實
氏
は
、
平
成
二
十
七
年
度
に
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン

実
行
委
員
会
が
市
に
提
出
し
た
補
助
金
交
付
申
請
書
、
補
助
金

実
績
報
告
書
、
補
助
金
交
付
請
求
書
、
ま
た
、
市
か
ら
届
い
た

補
助
金
交
付
決
定
、
補
助
金
の
額
の
決
定
通
知
に
つ
い
て
は
一

切
承
知
し
て
い
な
か
っ
た
と
証
言
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
実
行
委
員
会
が
市
に
提
出
し
た
補
助
金
交
付
請
求
書

に
、「
サ
ノ
マ
コ
ト
」
で
は
な
く
「
サ
ノ
ミ
ノ
ル
」
と
い
う
フ

リ
ガ
ナ
が
記
載
さ
れ
て
い
た
件
に
つ
い
て
佐
野
實
氏
に
尋
ね
た

と
こ
ろ
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
全
く
承
知
し
て
お
ら
ず
、
平
成

二
十
七
年
度
の
実
質
的
な
責
任
者
に
つ
い
て
は
、「
何
回
も
言

い
る
ん
で
す
け
ど
も
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
確
認
し
た
と

こ
ろ
、
中
川
新
に
し
て
く
れ
と
い
う
こ
と
で
指
示
を
受
け
ま
し

た
。
選
挙
に
つ
い
て
は
、
そ
う
い
う
形
で
名
前
を
書
か
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。」
と
証
言
。
さ
ら
に
、
い
つ
誰
に
確
認
し
た

の
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
松
川
徹
也
氏
は
「
い
つ
か
は
ち
ょ
っ
と

覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
選
挙
管
理
委
員
会
の
担
当
者
に
確
認
し
ま

し
た
。」
と
証
言
し
ま
し
た
。

　

松
川
徹
也
氏
の
こ
の
証
言
に
つ
い
て
選
挙
管
理
委
員
会
の
担

当
者
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、「
生
活
の
根
拠
と
な
る
よ
う
な
場

所
の
話
に
つ
い
て
は
、
私
は
し
た
覚
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と

真
っ
向
か
ら
否
定
し
て
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
居
住
実
態
の
な
い
住
所
の
届
け
出
行
為
の

事
実
が
本
人
の
証
言
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
住
民

基
本
台
帳
法
違
反
、
及
び
公
正
証
書
原
本
不
実
記
載
罪
等
に
あ

た
る
可
能
性
が
極
め
て
高
く
な
り
ま
し
た
。

　

証
人
尋
問
の
全
体
を
通
し
て
、
松
川
徹
也
氏
の
証
言
は
、
根

拠
の
希
薄
な
も
の
が
多
く
、
市
民
の
税
金
で
支
払
わ
れ
た
補
助

金
事
務
に
対
す
る
調
査
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
第
三
者
か
ら

（
13
ペ
ー
ジ
下
段
へ
）

（
14
ペ
ー
ジ
へ
）

（
12
ペ
ー
ジ
よ
り
）

（
13
ペ
ー
ジ
上
段
よ
り
）
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配
布
し
た
チ
ラ
シ
、「
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
補
助
金
に
関
す

る
百
条
委
員
会
設
置
に
つ
い
て
」
に
つ
い
て
も
、
一
切
関
与
し

て
い
な
か
っ
た
と
証
言
し
て
い
ま
す
。

　

続
い
て
、
当
局
に
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
度
の
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
補
助
金
事
務
調
査
特
別
委

員
会
の
設
置
は
、
補
助
金
交
付
担
当
課
が
事
実
上
、
補
助
金
対

象
経
費
の
支
払
い
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
な

ど
が
、
こ
の
事
態
を
招
く
こ
と
に
至
っ
た
要
因
の
一
つ
で
あ
り
、

こ
の
事
実
を
重
く
受
け
止
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

現
在
、
本
委
員
会
は
継
続
中
で
あ
り
、
今
後
も
新
た
な
記
録

の
提
出
要
求
や
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
の
関
係
者

に
さ
ら
な
る
証
人
出
頭
要
求
を
行
い
、
疑
惑
解
明
の
た
め
に
全

力
を
尽
く
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
で
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
補
助
金
事
務
調
査
特
別
委
員

会
の
経
過
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
す
っ
か
り
実
行
委
員
会
を
信
用
し
て
い
て
、

多
分
そ
の
と
き
総
務
部
長
だ
っ
た
桑
原
さ
ん
が
各
ポ
ジ
シ
ョ
ン

の
親
方
と
一
緒
に
や
っ
て
く
れ
た
、そ
う
思
っ
て
お
り
ま
す
。」

と
の
証
言
で
し
た
。

　

ま
た
、
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
の
銀
行
の
通
帳

に
つ
い
て
は
、
前
実
行
委
員
長
で
現
在
市
議
会
議
員
の
桑
原
一

憲
氏
か
ら
佐
野
實
氏
へ
名
義
変
更
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
佐
野

實
氏
か
ら
現
在
の
実
行
委
員
長
の
松
川
徹
也
氏
へ
名
義
変
更
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
佐
野
實
氏
は
一
切
知
ら
さ
れ
て

お
ら
ず
、
証
人
尋
問
の
席
で
初
め
て
見
た
と
の
証
言
を
し
て
い

ま
す
。
個
人
情
報
保
護
が
厳
格
な
時
代
に
あ
っ
て
、
本
人
の
意

思
確
認
な
し
で
通
帳
の
名
義
変
更
を
す
る
こ
と
自
体
可
能
な
の

か
、
誰
が
名
義
変
更
し
た
の
か
、
大
い
に
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
佐
野
實
氏
は
、
ご
せ
ん
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会

が
主
張
し
て
い
る
「
市
の
補
助
金
は
計
測
費
用
の
た
め
の
補
助

金
で
あ
る
」こ
と
に
つ
い
て
も
、そ
う
い
う
認
識
は
全
く
な
か
っ

た
と
証
言
し
て
い
ま
す
し
、
昨
年
十
二
月
に
新
聞
折
り
込
み
で

（
14
ペ
ー
ジ
下
段
へ
）

（
13
ペ
ー
ジ
よ
り
）

（
14
ペ
ー
ジ
上
段
よ
り
）
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発 議 に つ い て
― 次の発議を可決しました。―

◆発議第１号

　松川徹也議員に対する議員辞職勧告決議

【提出議員】阿部周夫、剣持雄吾、熊倉政一、鈴木良民、牛膓利栄、平井敏弘、佐藤　渉、

　　　　　　伊藤昭一、佐藤　浩、深井邦彦

【内　　容】

　松川徹也議員が出馬した平成30年１月14日告示の五泉市議会議員補欠選挙において、妻子

と一緒に五泉市赤海に生活の本拠を置きながら、自らの住所を偽って五泉市中川新の住所で立

候補した事が、ごせん紅葉マラソン補助金事務調査特別委員会での松川徹也議員の証人喚問に

て判明した。この事実は、ごせん紅葉マラソン実行委員会が平成26年に五泉市に支払った納

付書住所が何故五泉市赤海になっているかを質問した際に、松川徹也議員は「妻子と住む新し

い住所です」と答えた。

　自らの住所を偽っていた行為は公正証書原本不実記載の違法性が極めて高く、さらに虚偽の

住所で五泉市議会議員補欠選挙に立候補した責任を五泉市選挙管理委員会の職員に責任転換し

た虚偽の発言は、日本の民主主義の根幹である選挙制度を公平公正に管理する五泉市選挙管理

委員会と五泉市職員の名誉を著しく傷つけた。まして、ごせん紅葉マラソン補助金事務調査特

別委員会においての虚偽証言は絶対に許されない行為である。

　また、ごせん紅葉マラソン補助金事務調査特別委員会において、本日平成30年２月28日の

委員長報告に記載の通り、実行委員長松川徹也名にて五泉市役所に提出した、ごせん紅葉マラ

ソン補助金交付手続きにおいて、松川徹也議員は偽造した監査報告書を提出したことが判明し

た。また、会議費名目で誰が参加したかも全く説明できない自ら経営する居酒屋の領収証を実

績報告書に添付していた。ごせん紅葉マラソン補助金事務調査特別委員会が資料要求した領収

書の領収金額記載のもとになるレシートの提出すらしていない。これらも含めて松川徹也議員

による不正行為及び不適切な事案がごせん紅葉マラソン補助金事務調査特別委員会で多数判明

した。

　これらの松川徹也議員の一連の言動や行動は、五泉市議会議員として五泉市議会の名誉を著

しく傷つけるとともに、五泉市民の議会、議員への信頼をも失墜させた責任は重大である。

　よって本市議会は強い倫理観と規範意識に基づき、一定の決意をせざるを得ない。松川徹也

議員に対し、道義的、政治的責任を感じ、自らの意思により直ちに議員の職を辞することをこ

こに勧告する。

　以上決議する。

◆発議第２号

　ごせん紅葉マラソン補助金事務調査特別委員会の

　平成30年度の調査経費に関する決議
【提出議員】熊倉政一、伊藤昭一、阿部周夫、剣持雄吾、鈴木良民、佐藤　浩、深井邦彦
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木
々
の
芽
も
膨
ら
み
春
を
感
じ

さ
せ
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
朝

の
景
色
に
は
黄
色
い
帽
子
と
大
き

な
ラ
ン
ド
セ
ル
の
か
わ
い
い
一
年

生
の
姿
が
目
立
ち
ま
す
。
き
っ
と

こ
の
大
き
な
ラ
ン
ド
セ
ル
の
中
に

は
子
供
た
ち
の
大
き
な
夢
や
希
望

が
詰
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
も
微
力
な
が
ら
子
供
た

ち
の
夢
や
希
望
の
手
助
け
が
で
き

れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

二
月
定
例
会
で
は
平
成
三
十
年

度
予
算
を
慎
重
審
議
の
結
果
、
可

決
し
ま
し
た
。

　

市
民
の
皆
様
と
議
会
と
行
政
が

協
働
し
よ
り
良
い
五
泉
市
に
し
て

い
け
る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

季
節
の
変
わ
り
目
に
あ
た
り
、

体
調
管
理
に
十
分
に
気
を
つ
け
な

が
ら
春
の
季
節
を
お
楽
し
み
く
だ

さ
い
。■

広
報
委
員
会

　

委

員

長　

伊
藤　

昭
一

　

副
委
員
長　

佐
藤　
　

浩

　

委　
　

員　

阿
部　

周
夫

　
　

〃　
　

鈴
木　

良
民

　
　

〃　
　

佐
藤　
　

渉

　
　

〃　
　

白
井　

妙
子

　
　

〃　
　

深
井　

邦
彦

編

集

後

記


